
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いに
ついて（平成19年９月７日健感発第0907001号）」
（抜粋）

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項
について（平成24年３月５日保医発0305 第1号）」
（抜粋）

以下のアからウまでのすべてを満たした場合に
は，法第22条に規定する状態を確認できなくて
も退院させることができるものとする。

ア ２週間以上の標準的化学療法が実施され、
咳、発熱、痰等の臨床症状が消失している。

イ ２週間以上の標準的化学療法を実施した後
の異なった日の喀痰の塗抹検査又は培養検査
の結果が連続して３回陰性である。（３回の
検査の組み合わせは問わない。）

ウ 患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重
要性を理解し、かつ、退院後の治療の継続及
び他者への感染の防止が可能であると確認で
きている。（なお、確認にあたっては、医師
及び保健所長は、別紙に記載されている事項
を確認すること。）

なお、次の全てを満たした場合には、退院させるこ
とができることが確定したものとし
て取り扱うものであること。

ア ２週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、
発熱、痰等の臨床症状が消失している。

イ ２週間以上の標準的化学療法を実施した後の異
なった日の喀痰の塗抹検査又は培養検査の結果が
連続して３回陰性である。（３回の検査は、原則
として塗抹検査を行うものとし、アによる臨床症
状消失後にあっては、速やかに連日検査を実施す
ること。）

ウ 患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性
を理解し、かつ、退院後の治療の継続及び他者へ
の感染の防止が可能であると確認できている。
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